
【問合せ】
豊田市 都市整備部 開発調整課

電 話 ０５６５－３４－６７４４
ＦＡＸ ０５６５－３４－６０１１
メール kaihatsu@city.toyota.aichi.jp

豊田市
検索豊田市 盛土規制法

①盛土で高さ１ｍ超の崖がで
きる工事

②切土で高さ２ｍ超の崖がで
きる工事

③盛土と切土を同時に行い高さ
２ｍ超の崖ができる工事

④盛土で高さ２ｍ超の工事
(①、③以外)

⑤①~④以外で盛土又は切土を行う土地の面積500㎡超の工事
（高さ30cm超の盛土又は切土）

対

象

事

業

９月30日までに開
発許可等を受ける場
合の申請書提出期限

令和６年８月５日（月）
※期限内に提出された場合でも、個別法の進捗状況や申請内容によっては、
許可日が基準日を超え、盛土基準への適合が必要な場合があります。

（都市計画法第29条） （都市計画法第43条）
開発許可 又は建築許可の
申請時期 に注意
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説

明

図

開発・建築
許可申請 着手 10月1日以降に盛土規制法の許可必要。ただ

し、旧宅地造成工事規制区域（旧宅造区
域）内の場合は、盛土規制法の許可不要

盛土規制法の許可は不要だが、届出が必要。
ただし、旧宅造区域内の場合は、届出不要

盛土規制法の許可必要

盛土基準への適合必要
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開発・建築
許可

開発・建築
許可申請

開発・建築
許可

開発許可
申請

着手

開発許可 着手

建築許可
申請 建築許可 着手

豊田市では、令和６年10月１日（基準日）から、盛土規制法の規制を
開始します。以下の対象事業に該当する開発許可又は建築許可（開発等許可）
については、８月５日までに開発等許可申請を行い、９月30日まで
に工事に着手した場合は、盛土規制法に基づく許可申請は不要となります。

８月６日以降に申請する場合は、許可日が基準日以降になり、盛土規制法の
技術基準（盛土基準）に適合している必要があります。

盛土規制法の許可は不要。ただし、開発許
可の申請内容を、盛土基準に適合した内容
にする必要あり


